
令和６年度地方債計画について①

令和６年度地方債計画については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、

また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、地域の活性化へ

の取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進でき

るよう、所要額についてその全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて策定している。

（１） 概況

総額は９兆２，１８４億円となり、前年度に比べて２，７９７億円、２．９％の減となっている。

このうち、普通会計分は６兆３，１０３億円で、前年度に比べて５，０６０億円、７．４％の減、公営企業会計等分は２兆９，０８１億円で、前年度に

比べて２，２６３億円、８．４％の増となっている。

（２） 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債４，５４４億円（前年度に比べて５，４０２億円、５４．３％の減）

を計上している。

（３） こども・子育て支援事業の創設

地方公共団体が、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善を速やかに実施できるよう、こども・子育て支援

事業を創設することとし、４５０億円を計上している。

（４） 緊急防災・減災事業の推進

地方公共団体が、喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業において、対象事業を拡充（消防指令システム

の標準化に併せた指令センターの整備、連携・協力による訓練施設の整備等）することとし、５，０００億円を計上している。

（５） 緊急自然災害防止対策事業の推進

地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、４，０００億円を計上している。

（６） 緊急浚渫推進事業の推進

地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円を計上している。

１ 通常収支分
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（７） 公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業を４，３２０億円計上している。

（８） 脱炭素化推進事業の推進

地方公共団体が、地域脱炭素の取組を計画的に実施できるよう、脱炭素化推進事業において、対象事業を拡充（第三セクター等が行う地域内

消費を主目的とする再生可能エネルギーの導入に対する補助）することとし、９００億円を計上している。

（９） 過疎対策事業の推進

資材価格等の高騰による建設事業費の上昇等を踏まえ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、５ ，７００億円（前年度

に比べて３００億円、 ５．６％の増）を計上している。

（10） 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

地方公営企業による住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進するため、脱炭素化の取組及び事業の実施状況等を踏まえ、

所要額を計上している。

（1１） 地方債資金の確保

公的資金については、前年度と同程度の割合（全体の４２．７％）を確保している。また、民間等資金については、その円滑な調達を図るため、

共同発行市場公募債としてグリーンボンドを発行するなど、市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。

（1２） 公的資金の償還期間の延長

① 財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金における、一般廃棄物処理事業について、２０年以内（うち据置３年以内）を３０年以内（うち

据置５年以内）に延長することとしている。

② 財政融資資金における過疎対策事業（一般廃棄物処理施設）について、１２年以内（うち据置３年以内）を３０年以内（うち据置５年以内）に

延長することとしている。 ※ ②は利率見直し方式による貸付について適用される。

（１） 概況

復旧・復興事業として総額７億円を計上している。

（２） 地方債資金の確保

東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。

２ 東日本大震災分
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【参考１】 通常分・特別分の状況（通常収支分と東日本大震災分の合計）
（単位：億円、％）

【参考２】 地方債資金の構成内訳（通常収支分と東日本大震災分の合計）

（注）１ 公営企業会計等分はすべて通常分である。
２ 財源対策債については、公共事業等債等の内数である。

区 分
令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 ６３，１０５ ６８，１７２ △ ５，０６７ △７．４

通 常 分 ５０，０６１ ４９，７２６ ３３５ ０．７

特 別 分 １３，０４４ １８，４４６ △ ５，４０２ △２９．３

臨 時 財 政 対 策 債 ４，５４４ ９，９４６ △ ５，４０２ △５４．３

財 源 対 策 債 ７，６００ ７，６００ ０ ０．０

退 職 手 当 債 ８００ ８００ ０ ０．０

調 整 １００ １００ ０ ０．０

公営企業会計等分 ２９，０８６ ２６，８２２ ２，２６４ ８．４

総 計 ９２，１９１ ９４，９９４ △ ２，８０３ △３．０

通 常 分 ７９，１４７ ７６，５４８ ２，５９９ ３．４

特 別 分 １３，０４４ １８，４４６ △ ５，４０２ △２９．３

区 分
令和６年度計画 令和５年度計画 差引 増減率

(A) 構成比 (B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

公 的 資 金 ３９，４１５ ４２．８ ４０，６５７ ４２．８ △１，２４２ △ ３．１

財 政 融 資 資 金 ２３，２５８ ２５．２ ２４，２３８ ２５．５ △９８０ △ ４．０

地方公共団体金融機構資金 １６，１５７ １７．５ １６，４１９ １７．３ △２６２ △ １．６

（国の予算等 貸付金） （ ３５１） － （ ２６６） － （ ８５）（ ３２．０）

民 間 等 資 金 ５２，７７６ ５７．２ ５４，３３７ ５７．２ △１，５６１ △ ２．９

市 場 公 募 ３３，１００ ３５．９ ３４，１００ ３５．９ △１，０００ △ ２．９

銀 行 等 引 受 １９，６７６ ２１．３ ２０，２３７ ２１．３ △５６１ △ ２．８

合 計 ９２，１９１ １００．０ ９４，９９４ １００．０ △２，８０３ △ ３．０

（単位：億円、％）

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆４００億円（前年度比２，８００億円、４．４％減）を予定している。
２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。




